
令和６年度建設系廃棄物適正処理セミナー



建設系廃棄物の適正処理に係る留意事項





Scene 7 石綿の事前調査結果報告

事前調査結果の報告が必要な工事

事前調査結果の記録作成・保存
工事概要、建築物等の概要、事前調査を行った部分、方法、結果及び判断根拠等を記録する。
「事前調査を行った者が調査者等に該当することを証明する書類」も併せて保存する。
保存期間：解体等工事が終了した日から３年間

施主（発注者）への調査結果説明
書面により事前調査結果の結果等を説明

レベルⅠレベル２に該当する建材がある場合、作業の
14日前までに施主(発注者)から自治体及び労働基準監督
署にそれぞれ届出が必要になります。
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【作業対象の材料種類（名称）】
• 建築材料の種類は、事前調査を行った種類の

み報告
（建築物等自体に使用されていない建材は記
載の必要なし。）

• 仕上塗材は吹付け材ではなく、「仕上塗材」
の項目に入力
（令和２年の法改正により、仕上塗材は工法
にかかわらず「仕上塗材」と整理された。）

【元方（元請）事業者情報】
【工事発注者情報】

法人の場合は、代表者（代表取締役、支店⾧
等）の氏名も報告が必須

Scene 7 事前調査結果の報告に関する留意事項(1)



• 【解体作業の床面積】
• 解体工事の場合は報告が必須

• 【請負金額】
• 改修工事等の場合は報告が必須

• 【石綿作業の開始時期】
• 特定工事の場合は報告が必須

• 【分析調査を行った箇所】
• 分析を実施した場合は報告が必須
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Scene 7 事前調査結果の報告に関する留意事項(2)



• 【事前調査を実施した者】
• 建築物の場合、氏名・講習機関・

登録区分の入力も必須
• ※建築着工日が平成18年9月1日以降の場合は不要

• 【分析調査を実施した者】
• 分析を実施した場合は報告が必須
• ※分析＝調査全般ではない。
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Scene 7 事前調査結果の報告に関する留意事項(3)





Scene 8 主任技術者等の選任

主任技術者・技術管理者

●主任技術者の設置 建設業法第26条

建設業者は、建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上
の管理をつかさどる者を置かなければならない。

●技術管理者の設置 建設リサイクル法第31条

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を選任しな
ければならない。

●技術管理者の職務 建設リサイクル法第32条

解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体工事
の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。



Scene 8 事前措置

事前措置（有害物質の措置等）

建設リサイクル法の対象建設工事の施工前には、分別解体等の計画等に従い、分別解体等の適正
な実施を確保するための措置を講じなければなりません。
（建リ法第9条第2項、建リ法施行規則第2条第1項3号）

分別解体等の実施の前に、分別解体等の計画等に従い、下記の措置を講ずる必要があります。

■事前措置の内容とその主な留意点
①作業場所の確保
②搬出入経路の確保
③残存物品の搬出の確認（発注者が処理）（解体、増築・修繕・模様替え工事の場合のみ）
④付着物等の除去（解体、増築・修繕・模様替え工事の場合のみ）

・労働安全衛生法、大気汚染防止法により粉塵等の飛散防止措置を講じる必要があります。



Scene 8 施工（分別解体等）

施工（分別解体等）
建設リサイクル法の対象建設工事の施工の際には、分別解体等の計画等に従い、①コンクリート、
②コンクリート及び鉄から成る建設資材、③木材、④アスファルト・コンクリートを現場で分別
しなければなりません。
（建リ法第9条第1項、同条第2項、建リ法施行規則第2条第1項4号、同第3～第7項）

１．施工時の体制
①建設業許可においては、監理技術者又は主任技術者、

解体工事業者においては、 技術管理者を設置して、
技術的な管理を行わせることが必要です。

②建設業許可または解体工事業登録の標識を掲示しな
ければなりません。

２．分別解体
特定建設資材廃棄物の再資源化を促進するため、ま

た、その他の副産物についても再資源化または適正処
理を確保するために必要な分別をできるよう、建設リ
サイクル法の施工方法の基準に従い分別解体すること
が必要です。

■施工方法の基準
●建築物の解体工事

①建築設備、内装材その他の建築物の部分（建具、
造作材等） の取り外し

②屋根ふき材の取り外し
③外装材並びに構造体力上主要な部分の取り壊し
④基礎及び基礎ぐいの取り壊し

●工作物の解体工事
①さく、照明設備、標識その他の工作物に付属

する物の取り外し
②工作物のうち基礎以外の部分の取り外し
③基礎及び基礎ぐいの取り外し



Scene 8 建設副産物の再資源化等・適正処理

建設リサイクル法の対象建設工事においては、分別解体等によって生じた特定建設資材につい
て、再資源化をしなければなりません
（建リ法第16条）

対象建設工事から排出されるコンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、アスファル
ト・コンクリートの廃棄物については、再資源化しなければなりません。

なお、木材についても再資源化をしなければなりませんが、工事現場から５０ｋｍの範囲内に
再生資源化施設が無い場合等は、焼却等によりその容積を減らす縮減を行ってもよいこととなっ
ています。しかし、縮減を選択する場合であっても、熱回収を行っている業者をできるだけ選ん
でください。





Scene 9 石綿（アスベスト）除去の作業基準の例



Scene 9 除去等作業の流れ

作業計画の作成
事前調査結果の掲示、現場への備え置き
作業基準の遵守
作業実施状況の記録作成・保存
取り残し等の確認

調査者等または石綿作業主任者が取り残しが
ないこと等を確認する。

作業終了後の発注者への報告・報告書面の保存
結果を書面で施主（発注者）に報告し、報告書
面を保存する。





Scene10 産業廃棄物管理票

R6 1   16 安全課 三重太郎

5100000
四日市市〇〇
適正建設㈱
059-000-0000

5100000
鈴鹿市〇〇
△△邸工事現場
090-000-0000

ㇾ

〇

〇 〇

5100000 四日市市〇〇
安全運搬㈱
059-000-0000

5100000 四日市市〇〇
信頼産業㈱
059-000-0000

〇

5100000 四日市市〇〇
信頼産業㈱
059-000-0000

〇 三重33み0000 4tトラック

2m3

廃石綿を含まない



Scene 10 産業廃棄物管理票の運用



産業廃棄物収集運搬車
●●株式会社
１２３４５６

Scene 10 運搬時の基準

電子マニフェスト紙マニフェスト自社運搬
受渡確認票（電子可）
許可証の写し
加入証の写し

紙マニフェスト
許可証の写し

次の事項を掲載した書類
・氏名又は名称及び住所
・運搬する産業廃棄物の種類・数量
・運搬する産業廃棄物を積載した日
・積載した工事現場の名称・所在地・連絡先
・運搬先の事業場の名称

・車両両側面への掲示板の貼付

携帯書類

5cm以上

3cm以上
(許可業者のみ）

3cm以上





Scene 11 工事完了後の報告

特定建設資材廃棄物の再資源化完了報告
（建設リサイクル法）

対象建設工事については、元請業者は特定建
設資材廃棄物の再資源化が完了したことを発
注者に書面で報告しなければなりません。

発注者はそれを受領・確認することが必要
です。

●報告事項
①再資源化等が完了した年月日
②再資源化等をした施設の名称及び所在地
③再資源化等に要した費用

石綿（アスベスト）の除去報告
（大気汚染防止法）

産業廃棄物処理に関する報告
（三重県産業廃棄物条例）

元請業者は発注者に以下のいずれかの写しを交
付するとともに、産業廃棄物を適正に処理した
旨を記載した書面による報告をして内容の確認
を受けなければなりません。

発注者が産業廃棄物を適正に処理していないことを
知ったときは、元請業者に対し必要な措置の実施を
請求するよう努めるとともに、その旨を速やかに知事に
通報するよう努めることとされています。

●提示内容
①マニフェスト（管理票）の写し 又は
⓶電子マニフェストの写し

元請業者は特定粉じん排出等作業（石綿の除去
作業）が完了したときは、発注者に対し書面で
遅滞なく報告するとともに、作業に関する記録
を作成し、書面の写し及び記録を保存しなけれ
ばなりません。



排出事業者を明確にすることで、排出事業者責任の徹底を図り、
建設系廃棄物の不法投棄等を防止する。

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、その建設工事の元請業者が廃棄物処理法上の排出事業者として
の責任を有するという原則を確立。

○建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が、元請業者の廃棄物として自ら処理するか、その運搬・処
分を許可業者に委託しなければならなくなる。
○下請負人は、廃棄物を処理したり処理を委託するには、廃棄物処理業の許可を有していなければならなくなる。

効 果

元請業者

下請負人Ａ

下請負人Ｂ

発注者

建設工事全体の発注 ＝排出事業者

収集運搬

建設工事の請負

建設工事の請負

処分

建設工事に伴い生ずる廃棄物の
運搬・処分の委託

廃棄物
処理業者

自社処理

… …

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する特例（廃掃法第21条の３）

委託処理



産業廃棄物の不適正処理事案

違反件数（立入件数）
違反条項違反事項

R６(92)R５(72)R４(74)

11２委託基準違反（法第12条第５項）無許可業者に産業廃棄物処理を委託①

０１１委託基準違反（法第12条第６項）収集運搬業者との書面契約が未締結②

０１１管理票交付義務違反
（法第12条の3第1項）

元請業者が管理票不交付
（下請負人が管理票を交付）③

311931処理基準違反（法第12条第1項）車両表示なし、許可証不携帯等④

000受託禁止違反（法第14条第15項）無許可で産業廃棄物の処理を受託⑤

000不交付による引渡し
（法第12条の4第2項）

管理票の交付を受けていないのに、産
廃の引渡しを受けた⑥

000無許可営業 （法第7条第1項）残置物・エアコン等を無許可業者が運
搬、産廃として処理⑦

253538建設業法第40条、建リ法第33条標識の未設置（建設業法、建リ法）⑧

344250大気汚染防止法第18条の15標識の未設置（大気汚染防止法）⑨

解体工事現場集中パトロールの実施状況

解体工事現場への立入検査結果（再掲）



事例１ 野外焼却

産業廃棄物処理業者の行政処分（許可取消し）を行いました 050615

令和●年●月●日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下
「法」という。）第１４条の３の２（事業許可の取消し）の規定に基づき行政処分を行いました。

１ 行政処分を受けた者
津市〇〇
株式会社 A（代表取締役 〇〇 〇〇）
（建築工事業、土木工事業 等）

２ 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

３ 行政処分の理由
令和●年●月●日、法第１９条第１項の規定に基づき、津市××の土地に立入検査を実施したと

ころ、当該現場で同社の従業員が重機で作成した素掘りの穴（縦１ｍ、横１ｍ、深さ１ｍ）で、廃
棄物（造成時に発生した木・草及びプラスチック）を野外焼却していることを確認しました。

このことは、法第１６条の２（焼却禁止）違反に該当します。



事例１ 野外焼却

４ 根拠条文（抜粋）
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
（事業の停止）
第１４条の３ 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、

若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
（以下略）
（許可の取消し）
第１４条の３の２ 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号

のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
（略）
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
（以下略）
（焼却禁止）
第１６条の２ 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃

棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響

が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの



事例２ 受託禁止違反等

産業廃棄物処理業者の行政処分（事業の停止）を行いました 050309

令和●年●月●日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の規定に基づき、
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止の行政処分を行いました。

１ 被処分者
津市〇〇
有限会社B
代表取締役 〇〇〇〇 （土木工事、産業廃棄物収集運搬業 等）

２ 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止 （令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの90日間）

３ 行政処分の理由
津市内の家屋解体工事に伴い発生した産業廃棄物について、有限会社Bは産業廃棄物処分業の許可

を有さないにもかかわらず、排出事業者から当該産業廃棄物の処分を受託した。このことは、法第14
条第15項の規定に違反（受託禁止違反）する。

また、排出事業者から当該産業廃棄物の引渡しを受けるにあたり、産業廃棄物管理票の交付を受け
ていなかった。このことは、法第12条の４第２項の規定に違反（管理票不交付による引受け）する。



事例２ 受託禁止違反等

４ 根拠条文（抜粋）
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

（虚偽の管理票の交付等の禁止）
第１２条の４ 略
２ 前条第１項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬

受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委
託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。

（以下 略）

（産業廃棄物処理業）
第１４条 略
１５ 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、

産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託し
てはならない。



事例3 受託禁止違反等

産業廃棄物処理業者の行政処分（事業の停止）を行いました 030909

令和●年●月●日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下
「法」という。）第１４条の３（事業の停止）の規定に基づき行政処分を行いました。

１ 行政処分を受けた者
津市〇〇
C株式会社（代表取締役 〇○○〇）（１建築工事業他各種工事業 ２産業廃棄物収集運搬業 等）

２ 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の全部の停止（令和●年●月●日から令和●年●月●日までの９０日間）

３ 行政処分の理由
令和●年●月●日、法第１９条第１項の規定に基づき、津市〇〇の土場に立入検査を実施したところ、冷蔵冷

凍室の扉が保管されていることを確認しました。その後の調査により、当該扉は、〇〇町地内の店舗内装撤去工事
（以下「当該工事」という。）から発生したものであることが判明しました。当該工事の元請業者は、当該工事に
伴って発生した産業廃棄物の収集運搬及び処分を下請であるCに委託し、Cは産業廃棄物処分業の許可を有してい
ないにも関わらず、処分を受託したことから、法第１４条第１５項違反（受託禁止違反）に該当します。

また、Cは受託した収集運搬を元請業者から事前に書面による承諾を得ずに他の産業廃棄物収集運搬業者に再委
託したことから、法第１４条第１６項違反（再委託禁止違反）に該当します。

さらに、Cは元請業者から産業廃棄物の引渡しを受けるにあたり、産業廃棄物管理票の交付を受けておらず、法
第１２条の４第２項違反（引受禁止違反）に該当します。



事例３ 受託禁止違反等 030909

４ 根拠条文（抜粋）
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

（虚偽の管理票の交付等の禁止）
第１２条の４ 略
２ 前条第１項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬
受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託
に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。（以下 略）
（産業廃棄物処理業）
第１４条 略
１５ 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、
産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託して
はならない。
１６ 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者
は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産
業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定
める場合は、この限りでない。
（事業の停止）
第１４条の３ 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいず
れかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、
若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。



終 了


